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みなと リ サイ ク ル清掃事務所 

 

家庭から排出される使用済みペットボトルの水平リサイクルについて 

 

１ 背 景 

国内における使用済みペッ ト ボト ルのリ サイ ク ル率は非常に高く 、令和２ 年度は

８ ８ ． ５ ％と 高水準を維持し ています。 回収し たペッ ト ボト ルは、 新たなペッ ト ボ

ト ルのほか、 繊維やプラ スチッ ク 製品に再商品化さ れ、 活用さ れています（ 令和２

年度の比率： ペッ ト ボト ル３ ０ ％、 繊維・ プラ スチッ ク 製品７ ０ ％）。  

一方で、ペッ ト ボト ルが様々な製品に再商品化さ れている現在のリ サイ ク ル手法

は、 新たなペッ ト ボト ルを 生産する ための原材料と し て石油が必要であるこ と や、

他の製品は最終的に可燃物と し て焼却処分さ れる等、限り ある資源を 循環さ せる点

に課題があり まし た。  

国は、循環型社会の本来の目的である天然資源の消費の抑制と 環境負荷の低減を

図るため、 品質の劣化を伴わず、 同じ も のに再生でき る水平リ サイ ク ル等の質が高

く かつ効率的なリ サイ ク ルを 進めていく こ と が必要と し ています。 また、 使用済み

ペッ ト ボト ルを 水平リ サイ ク ルし た場合の二酸化炭素削減効果については、石油を

用いた場合と 比べ６ ０ ％以上の削減効果があると し ています。  
 

２ 現 状 

区が回収し 、港資源化センタ ーで中間処理を行っ た使用済みペッ ト ボト ルについ

ては、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（ 以下「 容器包

装リ サイ ク ル法」 と いいます。） に基づく 仕組みの中で、公益財団法人日本容器包装

リ サイ ク ル協会（ 以下「 容器包装リ サイ ク ル協会」 と いいます。） と 引渡し 契約を結

び、 同協会が契約し た再商品化事業者に引渡し 、 ペッ ト ボト ルを含む、 様々なプラ

スチッ ク 製品にリ サイ ク ルさ れています。  

容器包装リ サイ ク ル協会と 再商品化事業者の契約は競争入札によるも ので、再商

品化する製品の制約は設けら れていません。  

こ のため、 現在のリ サイ ク ルルート においては、 区が回収し た使用済みペッ ト ボ

ト ルの水平リ サイ ク ルを 確実に担保するこ と が困難な状況です。  
 

３ 今後の区の取組 

（１）水平リサイクルの実施 

ペッ ト ボト ルの水平リ サイ ク ルは、 新たな石油を 使用するこ と なく 、 使用済みペ

ッ ト ボト ルのみを使用し 、元の製品と 同等の品質のペッ ト ボト ルに何度でも 再生し

ていく 資源循環を可能と するリ サイ ク ル手法であり 、二酸化炭素の削減にも 寄与す

るも のです。  

製品プラ スチッ ク について、大半の自治体が焼却処理で発生する熱を利用するサ

ーマルリ サイ ク ルと する中で、 区は、 先駆的な取組と し て、 プラ スチッ ク の原材料

と なるアンモニア等に再資源化するケミ カ ルリ サイ ク ルを 実施し てき まし た。今般
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のペッ ト ボト ルの水平リ サイ ク ルについても 、資源循環の観点で最も 望まし いリ サ

イ ク ル手法であり 、「 持続可能な都市」 を 目指す区なら ではの先駆的な取組と 言え

ます。 また、 地球温暖化対策が世界的な重要課題と なる中で、 ２ ０ ５ ０ 年までに区

内の温室効果ガスの排出を実質ゼロと する「 ゼロカ ーボンシティ 」 の実現を目指す

区の方針に沿う も のです。  

全国でも 実施し ている自治体がごく 僅かな中で、先進自治体と し て区がこ れを 実

施し 、 国や他自治体に発信し ていく こ と には、 大き な意義があり ます。 また、 区民

に向けて、 先駆的な取組と し て発信し ていく こ と により 、 資源循環に対する意識が

高まり 、 分別の更なる徹底等につながるほか、 脱炭素型のラ イ フ スタ イ ルの啓発効

果が期待さ れます。  

以上を踏まえ、 区は、 回収し た使用済みペッ ト ボト ルを 全てペッ ト ボト ルにリ サ

イ ク ルする水平リ サイ ク ルを 実施し ます。  

■表 ペッ ト ボト ルの水平リ サイ ク ルによる効果 
区のペッ ト ボト ル回収見込み量１ ， ３ ０ ０ ｔ で換算 

項目 
石油を 使用し て 

新たに生産する場合 
 使用済みペッ ト ボト ルの

水平リ サイ ク ルの場合 
効 果 

石油換算量／年 １ ， １ ７ ０ ㎥※１  ０ ㎥    △１ ， １ ７ ０ ㎥ 

Ｃ Ｏ 2 排出量／年 ２ ， ０ ５ ０ ｔ ※２  ７ ５ ８ ｔ ※２  △１ ， ２ ９ ２ ｔ  
※１  ペッ ト ボト ル材４ ｇ ＝３ ． ６ ㎖の石油（ 環境省「 ３ Ｒ 原単位の算出方法」）  

※２  CO2 削減効果△６ ３ ％（ １ ㎏あたり の PET 樹脂生産で排出さ れる CO2 は、 原油＝１ ． ５ ７ ７ ㎏、 回収

ペッ ト ボト ル＝０ ． ５ ８ ３ ㎏「東京ペッ ト ボト ルリ サイ ク ル( 株) 」 パンフ レッ ト より ）  

（２）リサイクルルートの見直し（別紙参照） 

現在のリ サイ ク ルルート では、回収し た全てのペッ ト ボト ルの水平リ サイ ク ルを

担保するこ と が困難であるため、 リ サイ ク ルルート を 見直し 、 区が水平リ サイ ク ル

を行う 再商品化事業者と 独自に契約し 、水平リ サイ ク ルを 確実に実施し ていき ます。 

使用済みペッ ト ボト ルは資源と し ての価値が高く 、有価で流通し ているこ と から 、

区が再商品化事業者と の間で結ぶ契約は、水平リ サイ ク ルの実施を条件と し た売却

契約と なり ます。  

なお、 使用済みペッ ト ボト ルの価格は、 原油価格の相場と 連動し 乱高下する傾向

があるこ と や、 再商品化事業者の需要の状況による変動が大き いこ と から 、 適正な

売却価格を 維持するため半期ごと の年２ 回の契約と し ます。  
 

※ 現在のリ サイ ク ルルート では、 再商品化事業者へのペッ ト ボト ルの引渡し は、 容器包装

リ サイ ク ル協会と 再商品化事業者と の間の有償入札によ る 契約と なっ ており 、 容器包装リ

サイ ク ル協会から 区に対し ては、 引渡し 量に応じ て拠出金が支払われます。  

（３）企業との連携の検討 

ペッ ト ボト ルの水平リ サイ ク ルについては、複数の清涼飲料水メ ーカ ーが積極的

に推進するこ と を表明し ており 、 今後の区の事業展開において、 事業の効果や発信

力を 一層高めていく 観点から 、 こ う し た企業と の連携について検討し ていき ます。 

 

４ 実施時期  令和４ 年４ 月１ 日 



別 紙 
 

ペットボトルの引渡しルートの比較 
 

 

 

 

 

見直し 後のリ サイ ク ルルート （ 水平リ サイ ク ル）  

          

 

現在のリ サイ ク ルルート （ 容器包装リ サイ ク ル法に基づく リ サイ ク ルルート ）  

 

再商品化 

事業者 

（ リ サイ ク ラ ー）  

 

⇒プリ フ ォ ームを

生成 

 

飲料メ ーカ ー等 

 

⇒全量を  

 ペッ ト ボト ルに

再商品化 

売却 

港区 

（ 港資源化 

 センタ ー）  

 

⇒中間処理の上 

ベール化 

 

引渡 

売却契約（ 入札）  

公益財団法人 

日本容器包装リ サイ ク ル協会 

港区 

（ 港資源化   

  センタ ー）  

⇒中間処理の上 

ベール化 

再商品化 

事業者 

（ リ サイ ク ラ ー）  

⇒ペレ ッ ト や 

 プリ フ ォ ーム

を 生成 

飲料、 容器、 繊維

メ ーカ ー等 

 

プラ スチッ ク 製品、

ペッ ト ボト ル、繊維

製品の生成 

引渡契約 

売却 引渡 

再商品化の委託（ 入札）  

 

  

有償入札 

拠出金※ 

※有償入札拠出金と は、再商品化事業者が有償入札をし た場合、再商品化事業者から 容器

包装リ サイ ク ル協会経由で自治体に支払われる拠出金です。  


